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Ⅰ  第３５回 

 

    公会計監査機関意見交換会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 1 ―





  開 催 の 趣 旨 
 
　公会計監査に関与する機関の関係者が一堂に会して、公会計監査の現状、効果的な監査活動 
 
の在り方等について公開討議を行ったり、意見交換を行ったりすることにより、監査機関相互 
 
の連携を強化し、検査・監査・評価活動の一層の充実に資することを目的として意見交換会議 
 
を開催するものです。 

 

 

プ　ロ　グ　ラ　ム 

 

開催日　3月6日(金)　13時20分～17時30分（対面及びオンラインのハイブリッド形式） 

 
 構　　  成 時   　間 内　　　容 
 
 主 催 者 挨 拶 13:20～13:25 会計検査院長
 
   ｢少子高齢化・人口減少社会の課題 
 基 調 講 演 13:25～14:15 －いかに成長と社会保障制度を持続するか」 

    
 講演者：翁　百合 

 （ 株式会社日本総合研究所　シニアフェロー ）
 
 休 　 　 　 憩 14:15～14:25
 
 パネルディスカッション    
 プレゼンテーション 14:25～15:45 ｢少子高齢化に係る諸問題と検査・監査・評価｣ 
 休 　 　 　 憩  15:45～16:00 
 討 　 　 　 議 16:00～16:50
 
 名 刺 交 換 会 17:00～17:30

※ 時間配分は目安となっておりますので御了承ください。 
 

 

 今 回 の テ ー マ に つ い て 

 

　近年、我が国の社会経済は、今後本格化する人口減少や少子高齢化の急速な進展を背景として、

社会保障費の増大、経済成長の伸び悩み、労働力人口の減少等の難しい課題に直面している。 

　そのような中にあって、公的機関は、様々な課題に適切に対処することが求められており、これに

伴い検査・監査・評価についても、より一層の充実が期されていると思料される。 

　そこで、公会計の検査・監査・評価に携わる各機関が、人口減少や少子高齢化に関連する諸課題に

対していかなる検査等を実施しているか、またその役割を適切に果たしていくために行っている取組

等について、幅広く意見を交換する。 

 

（パネリスト） 

      樋渡  　克久  （総務省 行政評価局 評価監視官） 

　　　高務　　裕子　（鳥取県 代表監査委員） 

　　　髙橋　　朋江　（国立大学法人北海道大学 監事・国立大学法人等監事協議会 会長） 

      長村　　彌角　（日本公認会計士協会 公会計委員会 前委員長） 

　　　鷹箸　　博史　（会計検査院 事務総長官房 総括審議官） 

（コーディネーター） 

      堀　　　真奈美（東海大学 健康学部 健康マネジメント学科 教授） 
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Ⅱ  基　調　講　演 
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【基調講演者】 

 

翁
おきな

 百合
ゆ り

 
（株式会社日本総合研究所 シニアフェロー） 

 

 

経  歴 

昭和 57 年 慶應義塾大学経済学部卒業 

 59 年 慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了後 日本銀行勤務 

平成 04 年 日本総合研究所 副主任研究員 

 06 年  同  主任研究員 

 12 年  同  主席研究員 

 18 年  同  理事 

 26 年  同  副理事長 

 30 年  同  理事長 

令和 ７年  同  シニアフェロー  現在に至る 

学  位 

京都大学 博士（経済学） 

歴  任 

・ 金融庁金融審議会委員 

・ 財務省財政制度等審議会委員 

・ 厚生労働省社会保障審議会委員 

・ 内閣官房「新しい資本主義実現会議」構成員 

・ 税制調査会会長 

・ NIRA 研究開発機構理事・研究主幹     等 

主な著書等として 

・ 『金融危機とプルーデンス政策』 （日本経済新聞出版社、2010 年） 

・ 『国民視点の医療改革－超高齢社会に向けた技術革新と制度』 

（慶應義塾大学出版会、2017 年）  他 
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Ⅲ　パネルディスカッション 
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少子高齢化に係る諸問題と検査・監査・評価 

 

(ページ) 

（コーディネーター） 

堀　　真奈美　東海大学 健康学部 健康マネジメント学科 教授 

････････････････････３７ 

（パネリスト） 

樋渡  克久　　総務省 行政評価局 評価監視官 ････････････････ ４３ 

高務　裕子　　鳥取県 代表監査委員 ･････････････････････････ ５９ 

髙橋　朋江  　国立大学法人北海道大学 監事、 

国立大学法人等監事協議会 会長 ･･･････････････ ６７ 

長村　彌角　　日本公認会計士協会 公会計委員会 前委員長 ････ ８３ 

鷹箸　博史　　会計検査院 事務総長官房 総括審議官 ･･････････ ９７ 
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【コーディネーター】 

堀
ほり

 真奈美
ま な み

 
（東海大学 健康学部 健康マネジメント学科 教授） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 歴 

平成 

 

 

 

 

 

 

令和 

14 年 

 

18 年 

19 年 

24 年 

29 年 

30 年 

4～6 年 

7 年 

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程修了 

東海大学教養学部人間環境学科専任講師 

 同 助教授 

 同 准教授 

 同 教授 

同大学健康学部設置準備委員会委員長 

同大学健康学部健康マネジメント学科教授・学部長 

同大学ヨーロッパ学術センター所長を兼任 

同大学健康学部健康マネジメント学科教授 

現在に至る 

 

歴 任 

 財政制度等審議会財政制度分科会委員（財務省） 

 社会保障審議会匿名医療情報等の提供に関する専門委員会委員（厚生労働省） 

 社会保障審議会医療保険部会委員（厚生労働省） 

 内閣府国家戦略特区ワーキンググループ委員（内閣府） 

 特別研究官（会計検査院） 等 

 

主な著書等として 

『政府はどこまで医療に介入すべきか:イギリス医療・介護政策と公私ミックスの展望』 

（ミネルヴァ書房、2016 年） 他 
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【パネリスト】 
 

樋
ひ

渡
わたし

 克久
かつひさ

 
（総務省 行政評価局 評価監視官） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 歴 

平成 

 

 

 

 

 

令和 

4 年 

 

23 年 

27 年 

 

30 年 

2 年 

3 年 

4 年 

6 年 

3 月 

4 月 

4 月 

4 月 

 

6 月 

4 月 

4 月 

4 月 

7 月 

東北学院大学経済学部商学科卒業 

総務庁東北管区行政監察局入庁 

総務省大臣官房秘書課課長補佐 

内閣官房内閣人事局（行政組織）参事官補佐（農林水産省担当） 

併任総務省行政管理局（査定）副管理官（農林水産省担当） 

総務省行政評価局調査官（財務、文部科学等担当） 

総務省東北管区行政評価局岩手行政監視行政相談センター長 

総務省行政評価局企画課評価活動支援室長 

総務省中国四国管区行政評価局評価監視部長 

総務省行政評価局評価監視官（厚生労働等担当） 

現在に至る 
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【パネリスト】 
 

高務
たかつかさ

 裕子
ゆ う こ

 
（鳥取県 代表監査委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 歴 

平成 

 

 

 

 

 

 

令和 

2 年 

4 年 

15 年 

20 年 

 

27 年 

31 年 

3 年 

6 年 

3 月 

4 月 

7 月 

4 月 

 

4 月 

4 月 

4 月 

4 月 

広島大学教育学部 卒業 

鳥取県 採用 

財政課主計員 

財政課総括主計員、環境立県推進課課長補佐 

交流推進課課長補佐 

ワールドトレイルカンファレンス室長、砂丘事務所長 

東京本部副本部長 

関西本部長 

代表監査委員 

現在に至る 
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【パネリスト】 
 

髙
たか

橋
はし

 朋
とも

江
え

 
国立大学法人北海道大学 監事、 

国立大学法人等監事協議会 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 歴 

昭和 

 

平成 

 

 

 

令和 

59 年 

60 年 

25 年 

 

27 年 

29 年 

元年 

 

2 年 

3 月 

4 月 

4 月 

 

6 月 

4 月 

6 月 

 

9 月 

北海道大学理学部 卒業 

北海道事務吏員 

北海道総務部法人局大学法人室参事 

（北海道公立大学法人札幌医科大学（参事）派遣） 

北海道総合政策部政策局参事 

北海道石狩振興局副局長 

北海道総務部参与 

（北海道公立大学法人札幌医科大学（事務局長）派遣） 

国立大学法人北海道大学監事 

現在に至る 
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【パネリスト】 
 

長村
おさむら

 彌
や

角
かく

 
（日本公認会計士協会 公会計委員会 前委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 歴 

平成 

 

 

 

2年 

18年 

29年 

10月 

5月 

10月 

監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 

パートナー（現職） 

パブリックセクター・ヘルスケア事業部長 

現在に至る 

 

歴 任 

 日本公認会計士協会公会計委員会委員長 

 独立行政法人評価制度委員会委員（会計基準等部会長） 

 独立行政法人評価制度委員会及び財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会

計部会による共同ワーキングチーム座長 

 国土交通省下水道政策研究委員会委員 

 会計検査院契約監視委員会委員 

 独立行政法人都市再生機構契約監視委員会委員 

 秋田市包括外部監査人、さいたま市包括外部監査人補助者 等 

 

主な著書等として 

「国の会計と関連制度」（「会計情報（月刊誌）」有限責任監査法人トーマツ 令和 5 年 5 月より連載） 

「詳細社会福祉法人会計」（有限責任監査法人トーマツ編 令和元年 清文社） 

「学校法人の内部統制 Q&A」（有限責任監査法人トーマツ編 令和２年 第一法規） 等 
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少子高齢化における包括外部監査の
傾向分析と課題及びjicpaの取組について

2026年３月６日

日本公認会計士協会 公会計委員会 前委員長
おさむら やかく

長 村 彌 角

Copyright © The Japanese Institute of Certified Public Accountants.

１．包括外部監査について
1-1．包括外部監査の概要①目的等

2

監査機能の独立性と専門性を高め、地方公共団体の財務事務の執行や経営に係る事業の管理に
ついて、外部の目からチェックし、行政の効率性や適正性を確保すること

目的

外部監査の一つ。外部監査人が自ら特定の事件（テーマ）を決めて監査を行う

47都道府県、指定都市(20市)、中核市(62市)は毎会計年度の契約が義務付けられており、その
他の市町村は条例により導入可能

内容

弁護士、公認会計士、税理士、地方公共団体において監査等の行政事務に従事した者など監査
の実務に精通している者が、各地方公共団体との外部監査契約を締結可能（地方自治法252条
の28）

近年は、80％前後の割合で、公認会計士が包括外部監査人に就任している

包括外部監査人資格

総務省 地方自治制度に関する調査資料等 を参考に作成

1999年（平成11）4月に導入義務付け（2026年（令和8年）で、制度化27年目）
開始
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１．包括外部監査について
1-1．包括外部監査の概要②根拠法 地方自治法(抜粋)

3

第252条の27：この法律において「包括外部監査契約」とは、第252条の36第1項各号に掲げる普
通地方公共団体及び同条第2項の条例を定めた同条第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村が、
第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、（以下、略）。

第252条の37：包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び
包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第2条第14項及び第15項の
規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。

２ 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の
財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第2条第14項
及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなけ
ればならない。

第2条第14項：地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努める
とともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

第2条第15項：地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地
方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

根
拠
法

地
方
自
治
法

Copyright © The Japanese Institute of Certified Public Accountants.

１．包括外部監査について
1-1．包括外部監査の概要③結果報告の区分（指摘と意見）

4

Q27 包括外部監査の結果に関する報告書の「監査の結果（指摘）」に、指摘事項として記載する際の判断
基準は、どのようなものか。

Ａ (1) 監査テーマの対象が一般会計及び、公営事業会計を除く特別会計の場合
「財務に関する事務の執行」に関する合規性（適法性と正当性）の次のような指摘事項は「監査の結果（指
摘）」に記載する。

①「適法性」については、軽微なもの以外を違法行為として記載

②「正当性」については、法令等の実質的な違反とは言えないが、行為の目的が、その法令等の予定するも
のとは別のものである場合等を記載

３－２－１ 外部監査人は、外部監査の結果に関し必要と認めるときは、外部監査の結果報告に添えて、その
意見を提出するものとする（地方自治法第252条の38第２項）。

包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及
び運営の合理化に資するため、「監査の結果（意見）」を提出することができる。

包括外部監査人は財務に関する事務の執行を監査するのであるが、３Ｅの観点から見 て、監査の過程で、
問題のある事項を発見したときは、組織及び運営の合理化に資す るために、指導的機能を発揮しそれを意見
として提出できる。

出典：公会計委員会研究報告第26号 「地方公共団体の外部監査に関するガイドライン及びＱ＆Ａ」（2020年２月20日 公表）
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-１①包括外部監査テーマ別分類グラフ～過去５年間分～
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2020 R２ 2021 R３ 2022 R４ 2023 R５ 2024 R６

少子高齢化、人口減少 少子化対策(子ども子育て)
高齢者支援 その他
合計

※過去情報を基に筆者が集計

（選定趣旨の背景に少子高齢化や人
口減少への懸念が含まれるもの）

少子化・高齢化に関連する監査テーマは増加傾向にあり、
包括外部監査人の関心は高まっている。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-1②地域における人口減少傾向と包括外部監査テーマについて
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2020：R２ 2021：R３ 2022：R４ 2023：R５ 2024：R６

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄

〈令和２年度～令和６年度〉少子高齢化・人口減少・少子化対策・高齢者支援等を

テーマとした包括外部監査報告書の地域別件数

※過去情報を基に筆者が集計

・各地域の都道府県・政令市・中核市数によるが、全国で少子化・高齢化に関する
テーマが取り上げられている。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-1③「人口減少」に関するテーマ～過去５年間分～(例)

7

テーマ選定趣旨テーマ自治体年度

人口減少は、中長期的には様々な情勢の悪化が懸念され重要
性が高い

人口減少対策事業及び地方創生事業に関す
る財務事務執行及び事業管理について

佐賀県2024
R６

人口減少対策に関する計画や事業の財務事務とその執行及び
評価について、様々な視点で監査することは有意義である

秋田市の人口減少対策にかかる計画、事業
の実施および評価に関する事務について

秋田市2024
R６

「人口減少問題の克服」 に向けた取組が有効に実施される
ことが、秋田県の今後の活性化にもつながる

「新秋田元気創造プラン」における人口減
少対策事業に関する財務事務の執行及び事
業の管理について

秋田県2023
R５

少子化対策及び子ども・子育て支援に関する事務の執行につ
いて有効性や効率性等の観点から適切な運営が行なわれてい
るか

少子化対策及び子ども・子育て支援に関す
る事務の執行について

久留米
市

2023
R５

長崎市の人口流出対策・少子化対策について法令等に対する
合規性はもとより、経済性・効率性・有効性の観点から検討
を行うことは有意義

長崎市の人口流出対策・少子化対策につい
て

長崎市2023
R５

存続危機の可能性がある自治体があるなかで、人口減少問題
は本県にとって解決すべき重要課題であり、この問題に関す
る事業を監査することは、本県の将来に関わる事業が適切に
行われているかを考えていくうえで有用

労働力人口減少対策に関係する事務の執行
及び事業の管理について

新潟県2023
R５
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-1④「人口減少」に関するテーマ～過去５年間分～(例)

8

テーマ選定趣旨テーマ自治体年度

県は全国より約10年早く人口減少に転じ、全国を上回るスピー
ドで高齢化が進行しており、従来の施策・事業だけでは経済活
力の減退などの経済的な影響が懸念される

人口減少・高齢化した社会における雇用
の促進・確保及び人材育成のための施策
及び事業に関する事務の執行について

富山県2022
R４

少子化が進行しており対策が喫緊の課題。少子化・子育て支援
対策事業が効率的かつ適正に実施され有効かは県民すべてに関
わる重要な関心事である

少子化・子育て支援対策事業について高知県2022
R４

高齢化問題に対する対策、取組に関する事業等の執行状況及び
財務事務について、３Ｅの観点から監査することにより、今後
の円滑な行政事務推進の一助とすることは外部監査人の責務

少子高齢化社会に対する取組み及び事業
の執行、財務事務について

鹿児島
市

2021
R３

「ふくい創成・人口減少対策戦略（第１期）」が終了し、第２
期戦略を策定したタイミングで、第１期の施策・事業を振り返
り、第２期戦略の実行状況を検討することは有意義

「ふくい創生・人口減少対策戦略」に関
連する施策及び事業に関する事務の執行
について

福井県2021
R３

少子高齢化の進展、市民の関心が高く、市長の重要政策である人口減少・少子高齢化関連事業に係る財
務事務の執行について

那覇市2021
R３

都市部以外（人口減少傾向の強い東北、北陸、四国、九州）で「人口減少」を直接のテーマとしている
ケースが目立つ。・また、施策の有効性など３Ｅへの包括外部監査人の関心が高いことが伺える。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-2．「子ども・子育て」に関するテーマ～過去５年間分～(例)

テーマ自治体年度

子ども・子育て支援施策に関する財務事務の執行について山形市2024 R６

子ども・子育て支援施策に係る事務の執行について八尾市

子ども・子育て支援事業に関する財務事務の執行について島根県/長崎県2023 R５

子ども・子育て支援に関する事務の執行について函館市

子ども・子育て支援に関する財務事務の執行について盛岡市

子ども・子育て支援事業（補助金等交付事業を除く。）及び川口市立高等学校
の財務及び事務の執行について

川口市

子ども・子育て支援事業に関する財務・事務執行佐世保市

子ども・子育て支援施策に関する財務事務の執行について横須賀市2022 R４

子ども・子育て支援事業に係る財務事務の執行及び管理の状況新潟県2021 R３

子ども・子育て支援事業に関する事務堺市

子ども・子育て支援に係る事業の管理及び財務事務の執行について川越市

子ども・子育てに関する支援事業（保育事業含む）の事務の執行について北九州市2020 R２
9
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-3．「高齢者支援」に関する包括外部監査テーマ～過去５年間分～ (例)

10

テーマ自治体年度

高齢者支援事業に関する事務の執行状況及び管理について高知県2024 R６

健康福祉局における事務の執行について～各種高齢者福祉事業、介護保険を中心として～堺市

福島市の国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療事業に係る財務事務の執行
について

福島市

高齢者福祉及び障害福祉に関する事務事業について西宮市

高齢者福祉事業に関する事務の執行について高崎市2023 R５

高齢者福祉、障害者福祉及び地域福祉の推進に係る事務の執行について川越市

高齢者福祉事業及び介護保険事業に関する事務の執行について一宮市

高齢者福祉事業の財務事務の執行についてさいたま市2022 R４

介護保険事業を含む高齢者福祉事業に関する財務事務の執行について柏市2020 R２

高齢者保健福祉事業及び介護保険事業に関する事務の執行について豊中市

高齢者施策の実施状況について群馬県

高齢者の活躍推進及び支援に係る財務事務の執行について埼玉県
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-4．その他 関係するテーマ～過去５年間分～(例)

11

テーマ選定趣旨テーマ自治体年度

人口・世帯の減少、空き家増加が見込まれる一方、インバウンドの外
国人観光客向けなど民泊需要への対応として空き家活用が期待される

長崎市の空き家に関連す
る政策について

長崎市2024
R６

人口減少により低未利用地増加が進み、高度成長期に集中的に整備された公
共施設の老朽化、維持管理など限られた財政での不動産管理が重要な課題で
あり、遊休不動産を取扱うことは歳入歳出の改善として市民にとり有意義

遊休資産等の財務事務の執
行について

高知市2024
R６

空き家が増加し損傷・不衛生、景観上の問題が顕在化しつつある空き地空き家対策事業の
事務の執行について

旭川市2022
R４

人口減少・少子高齢化に伴い、住民が求める公共施設等のあり方が大
きく変化していくなか、過年度監査の改善状況を確認する

公共施設等（土地及び建
物）の管理状況について

富山県2022
R５

人口減少・高齢化の進行による地域経済規模の縮小や、近年の物価高
騰等による厳しい経済状況からセーフティネットとしての市営住宅の
役割が高まっていることから選定。

市営住宅に関する財務事
務の執行について

八戸市2022
R５

・このほか、インフラ維持や活用・老朽化、施設利用料、自治体病院経営など、
包括外部監査テーマの多くが「人口減少」という点に関連している。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-5．自治体の総合計画および戦略の整合性への言及（例）

12

「指摘」または「意見」の例（概要）課題

総合計画と総合戦略が別個に両立し、それぞれで進捗管理が実施されており、不効
率。総合戦略を総合計画の中に位置づけるなど一体化することで施策・事業の管理
（PDCA）が容易となり、事務効率化にもつながる。

総合計画と個別の戦
略との整合、一体化

一体化により総合計画と総合戦略の関係性が明瞭となり、人口減少という重要な課
題への方向性や取組み方針が説明しやすくなる。

総合戦略に、人口減少・少子高齢化関連事業が網羅的に含まれていない。総合戦略
の成果指標（KPI）評価が適切に実施できない可能性がある。

総合戦略が総合計画の抜粋版になるのであれば、2つを作る意味はない。

総合戦略と各事業の関連性が不明確なため、各事業の成果が目標自体にどのように
貢献するのか不明瞭である。総合戦略と事業との

関連性
総合戦略内の施策の成果・効果の客観的検証が不明瞭な点がある。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-6．ロジックモデル、PDCAの重要性への言及（例）

13

「指摘」または「意見」の概要課題

各事業のアウトプット（実施結果）が、どのようなアウトカム（事業成果）に帰結する
かの関係性をロジカルに説明でき、指標をモニタリングすることがマネジメントになる。

ロジックモデル
の採用 ロジックモデルの導入により、アウトプットの内容や想定される成果内容が明確となり、

合理的な活動指標や成果指標の設定が可能となる。これにより、EBPMに基づいた事業
評価も可能となる。

政策・施策体系と個別組織のロジックモデルの関係（概念図）

出典：日本公認会計士協会 公共サービスを提
供する組織におけるガバナンスの在り方検討
プロジェクトチームは報告書「公共サービス
を提供する組織におけるガバナンスの在り方
について 」
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-6．ロジックモデル、PDCAの重要性への言及（例）

14

「指摘」または「意見」の概要課題

事業の評価が適切に実施されない場合、KPIの達成度検証や事業実施上の課題、改善点
把握ができず、事業の継続的な改善につなげられない。

PDCAを回す

事業の定量的な目標設定がなく、年度ごとのPDCAが回っていない。

各事業の成果指標が設定されていない事業が多く、事業の有効性に関するPDCAを回し
ている事業はさらに少ない。時勢に合ったタイムリーな事業の見直し検討が必要。

PDCAを回し、KPIの適時見直しを積極的に行うべき。評価時点で実績が入手できないよ
うな指標はKPIとすることに問題がある。

既に達成しているKPIなどについては、更なる効果を期待して上方修正したり、投下予
算を削減するなど、効果的・効率的な目標達成へ計画を見直す必要がある。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-7．KPIの重要性への言及（例）

15

「指摘」または「意見」の概要課題

「施策」の事業内容が多岐にわたっているが、設定されたKPIが１つのみで一面的。施策の実
施状況を評価できない。

KPIの設
定・見直
し

KPI達成に向け10を超える事業が紐付けられているが、各事業独自のKPIもなく、各事業の寄
与度分析が困難である。

個別具体的に定量的なKPI設定がないため、事後的に事業の必要性や効果を定量的に評価でき
ず、事業見直し検討や説明責任も全うできない。

事業計画のKPIと実績報告の指標が不一致。実績評価が実態的になされていない可能性がある。

KPI達成への寄与が不明瞭な事業がある。PDCAサイクルを回せるようなKPI設定をするべき。

担当者によっては総合戦略のKPIを知らないケースがある。KPIの共有を徹底すべき。

外的要因の影響が大きなKPIについては、事業成果の評価が困難である。

KPIが達成されたとしても、KPIに反映されない課題はあるため、新たに目標設定し検証を行
い、よりよい行政運営を期待したい。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-8. EBPMの導入への言及（例）

16

「指摘」または「意見」の概要課題

EBPMを導入することで、客観的なエビデンスに基づいた事業実施上の判断を可能
とし、より説得力を持った事業検証などが期待できる。

データ活用・EBPM
の考え方の導入

EBPMの遂行にはデータ収集や分析力が重要。まずは、データを収集し、簡単なモ
デルで因果関係の検証をすべき。

事業成果を測定するにあたり、必要なデータが十分に収集されているとは言い難い。

経済財政諮問会議が「EBPMアクションプラン2024」を発表し、そのなかで社会
保障等の重要政策・計画についてEBPM強化が掲げられている。
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２．包括外部監査のテーマにおける少子高齢化の傾向について
2-9.（参考）「EBPMアクションプラン2024」におけるKPI素案

17

（出典：「EBPMアクションプラン2024（令和6
年12月26日経済財政諮問会議）」より抜粋）
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３．自治体の少子高齢化施策に対するガバナンス機能（インフラ）
としての包括外部監査

18

各自治体の少子高齢化に対する計画や事業への包括外部監査人の次のチェックは、

「指摘」→合規性（適法性と正当性）

「意見」→３Ｅ（経済性、効率性、有効性）

翌年度以降に自治体により「措置」（アクション）が講じられ、公表される。

包括外部監査は、これからも自治体の持続可能性を支える
重要なガバナンス機能（インフラ）＜「有効性」が非常に重要＞

公認会計士は、企業監査などを通じて理解している目標達成のために重要な
ロジカルな戦略・戦術、測定指標の設定とモニタリング、ＰＤＣＡ、データ
活用などを、包括外部監査においても、指摘・意見として言及している。
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４．公会計領域における日本公認会計士協会の取組み
4-1．公共サービスを提供する組織におけるガバナンスの在り方検討PT報告書の概要①

19

① 公共サービスを提供する組織におけるガバナンスの在り方検討プロ
ジェクトチームによる報告

2025年５月22日、日本公認会計士協会 公共サービスを提供する組織におけるガ
バナンスの在り方検討プロジェクトチームは報告書「公共サービスを提供する組
織におけるガバナンスの在り方について 」を公表した。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20250527ieg.html

プロジェクトチーム構成員 ※肩書は公表当時のもの
◎土居 丈朗（慶應義塾大学経済学部 教授）

稲垣 正人（jicpa常務理事）

梶川 融（jicpa会長特別補佐／太陽有限責任監査法人）

菅田 裕之（EY新日本有限責任監査法人）

〈専門研究員〉

髙橋 宏延（EY新日本有限責任監査法人）

秋山修一郎（jicpa副会長/EY新日本有限責任監査法人）

長村 彌角（有限責任監査法人トーマツ）

金子 靖（jicpa常務理事/有限責任 あずさ監査法人）

小林 麻理（早稲田大学常勤監事）

水野 泰武（太陽有限責任監査法人）
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② 報告全体の流れ（ストーリー）
ガバナンスの機能不全（Ⅰ）
なぜ機能不全に陥るのか
分析（ガバナンスの前提の確認）
公共サービスの特徴と公共サービス提供組織の組織特性（Ⅱ）

公共サービス提供組織のガバナンスの課題
サービスの特徴に起因するガバナンスに関する課題（Ⅲ1）
組織特性に起因するガバナンスに関する課題（Ⅲ2）
ガバナンス・コードに関する課題（Ⅲ3）
成果情報に関する課題（個別論点）（Ⅳ）

公共サービス提供組織のガバナンスの在り方(課題に対する解決策の提示)(Ⅴ)
今後の検討課題(解決策を提示できなかった課題)（Ⅵ）

４．公会計領域における日本公認会計士協会の取組み
4-1．公共サービスを提供する組織におけるガバナンスの在り方検討PT報告書の概要②
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4．公会計領域における日本公認会計士協会の取組み
4-2．非財務情報開示検討専門委員会での検討について

2025年８月、公会計における非財務情報の開示の在
り方等について調査研究を行うべく、日本公認会計士
協会 公会計委員会の下に非財務情報開示検討専門委
員会を組成した。

独立行政法人の持続可能性の観点から、サステナビリ
ティ情報開示について、想定利用者及び情報開示の目
的等に関する調査研究を行っている。

Copyright © The Japanese Institute of Certified Public Accountants.

５．日本公認会計士協会における包括外部監査に対する取組み
5-1．地方公共団体外部監査人意見交換会について

22

地方公共団体の外部監査や監査委
員監査の実施に当たり、役立つ知
識や情報等を提供する

外部監査人や監査委員同士の意見
交換、情報共有を促進する

目
的

内 容過去テーマ（３年分）

包括外部監査人と監査委員の連携をテーマに、港区長から基調講演
をいただき、さらに包括外部監査の各プロセスにおいて随時連携が
できている事例を紹介する形でパネルディスカッションを行った。

包括外部監査人と監査委
員の連携について

2025年度

包括外部監査人に就任している複数の会員から、現場の状況を紹介
してもらい課題と対処法について、登壇者間でパネルディスカッ
ションを行った。

包括外部監査の現場の状
況と課題

2024年度

地方公共団体における内部統制制度の総務省の取組や地方公共団体
の実際の取組事例について、総務省から取組の紹介をいただいたあ
と監査委員や包括外部監査人から内部統制制度等に対する事例紹介
及び意見交換を行った。

地方公共団体における内
部統制制度に関する総務
省の取組や地方公共団体
の実際の取組事例

2023年度  

日本公認会計士
協会会員・準会
員(公会計業務従
事者向け)

対
象

地方公共団体首長、総務
省職員、地方公共団体職
員、包括外部監査人、監
査委員等

登
壇
者
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5．日本公認会計士協会における包括外部監査に対する取組み
5-2．公会計協議会（地方公共団体会計・監査部会）への登録

23

◆公会計協議会 地方公共団体会計・
監査部会の部会員とは
・専門分野に関する初期研修を修了した者
・専門分野に関する十分な実務経験（※）
があると協議会が認める者

（※）十分な実務経験とは、包括・個別外部
監査人（補助者を除く。）又は監査委員の実
務経験を指す。

名簿の開示を行っており…
⇒「部会員検索システム」で包括外
部監査人の実務経験や希望、補助者
就任希望の有無が地域別に検索可能

（参考）公会計協議会 部会員検索システム

Copyright © The Japanese Institute of Certified Public Accountants.

ご清聴ありがとうございました

24
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【パネリスト】 
 

鷹箸
たかのはし

 博史
ひ ろ し

 
（会計検査院 事務総長官房 総括審議官） 

 

 
 

経 歴 

平成 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 

5 年 

 

23 年 

 

25 年 

26 年 

28 年 

30 年 

31 年 

2 年 

4 年 

7 年 

 

3 月 

4 月 

1 月 

4 月 

4 月 

4 月 

1 月 

1 月 

1 月 

12 月 

1 月 

4 月 

東京大学経済学部卒業 

会計検査院 採用 

事務総長官房総務課企画官（事務総長官房担当） 

事務総長官房総務課企画調整室長 

事務総長官房総務課渉外広報室長 

第２局防衛検査第２課長 

第２局厚生労働検査第３課長 

第５局上席調査官（特別検査担当） 

第２局防衛検査第１課長 

事務総長官房総務課長 

事務総長官房審議官（第２局担当） 

事務総長官房総括審議官 

現在に至る 
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